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大
規
模
な
災
害
の
被
災
地
に
お
け
る
借
地
借
家
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
の
特
定
大
規
模
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
等
を
指
定
す
る
政

令
案
参
照
条
文

○
大
規
模
な
災
害
の
被
災
地
に
お
け
る
借
地
借
家
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
一
号
）
（
抄
）

（
特
定
大
規
模
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
て
適
用
す
べ
き
措
置
等
の
指
定
）

第
二
条

大
規
模
な
火
災
、
震
災
そ
の
他
の
災
害
で
あ
っ
て
、
そ
の
被
災
地
に
お
い
て
借
地
権
者
（
借
地
借
家
法
（
平
成
三
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す

る
借
地
権
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
保
護
そ
の
他
の
借
地
借
家
に
関
す
る
配
慮
を
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
当
該
災
害

を
特
定
大
規
模
災
害
と
し
て
政
令
で
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
政
令
に
お
い
て
は
、
次
条
か
ら
第
五
条
ま
で
、
第
七
条
及
び
第
八
条
に
規
定
す
る
措
置
の
う
ち
当
該
特
定
大
規
模
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
並
び
に
こ
れ

を
適
用
す
る
地
区
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
指
定
の
後
、
新
た
に
次
条
か
ら
第
五
条
ま
で
、
第
七
条
及
び
第
八
条
に
規
定
す
る
措
置
を
適
用
す
る
必
要
が
生

じ
た
と
き
は
、
適
用
す
べ
き
措
置
及
び
こ
れ
を
適
用
す
る
地
区
を
政
令
で
追
加
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
被
災
地
短
期
借
地
権
）

第
七
条

第
二
条
第
一
項
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
区
に
所
在
す
る
土
地
に
つ

い
て
借
地
権
を
設
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
借
地
借
家
法
第
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
存
続
期
間
を
五
年
以
下
と
し
、
か
つ
、
契
約
の
更
新
（
更
新
の
請
求
及
び

土
地
の
使
用
の
継
続
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
及
び
建
物
の
築
造
に
よ
る
存
続
期
間
の
延
長
が
な
い
こ
と
と
す
る
旨
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）


